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令和２年度財政援助団体監査報告書 

 

１ 監査の概要 

(1) 監査の種類 

地方自治法第１９９条第７項の規定による財政援助団体監査 

(2) 監査の対象及び実施内容 

次に掲げる団体及びその所管課に対し、令和元年度に交付した補助金等について、対象

団体における補助等対象事業に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われて

いるか、及び補助等対象事業が財政的援助の目的に沿って行われているかについて関係書

類の確認、照合等を行うとともに関係職員から説明を聴取するなど、千歳市監査基準に準

拠して実施した。 

対象補助金等 対象団体 所管課 

新千歳空港周辺環境整備財団運

営費補助金 

公益財団法人新千歳空港周辺環

境整備財団 

企画部空港政策課 

新千歳空港周辺環境整備財団補

助金（住宅防音対策） 

新千歳空港周辺環境整備財団補

助金（地域振興対策） 

市民協働プロモーション事業補

助金 

千歳市防災マスターリーダー会 総務部危機管理課 

労働団体福利厚生等支援事業補

助金 

連合北海道千歳地区連合 産業振興部商業労

働課 

クマ防除研修交付金 一般社団法人北海道猟友会千歳

支部 

産業振興部農業振

興課 

支笏湖環境保全整備活動補助金 一般社団法人国立公園支笏湖運

営協議会 

観光スポーツ部観

光課 

科学の祭典実行委員会補助金 青少年のための科学の祭典千歳

大会実行委員会 

教育委員会教育部

生涯学習課 

(3) 監査の着眼点 

（所管課関係） 

 ア 補助金等の交付目的及び補助等対象事業の内容は明確になっているか。また、公益上 

の必要性は十分か。 

イ 補助金等の額の算定、交付方法、時期、手続等は適正に行われているか。 

ウ 補助金等の効果及び条件の履行の確認は、実績報告書等により適切に行われているか。 

エ 繰越金は過大に計上されていないか。 

（団体関係） 

ア 出納関係帳票の整備、記帳は適正に行われているか。また、領収書等の証拠書類の整 

備、保存は適切に行われているか。 

イ 補助金等に係る収支の会計経理は適正に行われているか。 

ウ 補助金等は補助対象外経費に充てられていないか。 

(4) 監査の実施場所及び日程 

場所：監査事務局 

日程：令和２年１２月１４日から令和３年３月５日まで 



 (5) 監査を実施した委員 

監査委員 千 葉 英 二 

監査委員 五十嵐 桂 一 

 

２ 監査の結果 

監査は試査によるものであり、前項の記載事項のとおり監査した限り、重要な点において

は、監査の対象となった財政援助団体等の財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が財

政的援助等の目的に沿って行われていると認められた。団体別の監査結果は、以下に記載の

とおりであり、適正に執行されていない事例が一部見受けられた。なお、軽易なものについ

ては、監査の過程において口頭で指導を行っているので本報告では省略するが、今後とも適

正かつ効率的な事務の執行に努められるよう望むものである。 

(1) 公益財団法人新千歳空港周辺環境整備財団 

・ 指摘事項なし 

(2) 千歳市防災マスターリーダー会 

・ 指摘事項なし 

(3) 連合北海道千歳地区連合 

 【所管課関係：商業労働課】 

・ 事業収支決算書において、謝礼費の決算額が過大に記載されていた。（事業費の一部 

に対する補助であり、補助金額に影響なし） 

【団体関係】 

・ 事業収支決算書に添付された補助金対象経費内訳の表において、補助対象外経費を含 

めて記載していた。（事業費の一部に対する補助であり、補助金額に影響なし） 

・ 出納帳において、支出金額の記載誤りがあった。  

(4) 一般社団法人北海道猟友会千歳支部 

・ 指摘事項なし 

(5) 一般社団法人国立公園支笏湖運営協議会 

【所管課関係：観光課】 

・ 補助金交付申請において、申請時点では申請者が法人として設立されていなかったに 

もかかわらず、法人名による申請を受け付け、当該法人に対する交付決定をしていた。 

・ 補助金交付申請において、提出書類である収支予算書の各科目の支出額に関する算出 

根拠が記載されておらず、内容が適正か確認ができなかった。 

・ 補助金交付決定に係る決裁文書において、申請者から補助金概算払申請書が提出され 

ていないにもかかわらず、概算払の意思決定が行われていた。 

・ 事業完了報告書において、事業費に手数料の一部が二重計上されたことにより収支決 

算額が過大になっていた。（報告書のみ記載誤りであり、実際の支出額に誤りなし） 

・ 補助金に係る支出負担行為書の作成の際、財務会計システムの入力誤りにより、国立 

公園清掃活動事業補助金として決算書に表示されていた。 

【団体関係】 

・ 事業完了報告書において、補助金の決算額に補助対象外経費を含めて記載していた。

（事業費の一部に対する補助であり、補助金額に影響なし） 

 (6) 青少年のための科学の祭典千歳大会実行委員会 

・ 指摘事項なし 

 



３ 意見 

今回の財政援助団体監査だけでなく、定期監査や出資団体監査においても、補助金等交付

事務に関する指摘（担当者に口頭で指導した軽易な事項を含む。）が依然として後を絶たな

い状況にある。これらは、交付申請や実績報告における関係書類の確認不足や、補助金等交

付事務の基本的な事項に関する職員の理解不足が原因であると考えられることから、事務処

理手続の周知徹底や職員研修はもちろんのこと、各補助金等の交付要綱の整備や全庁的なル

ールの見直しも視野に、可能な限り実効性の高い取組みを継続的に実施することにより、適

正で透明性の高い補助金等交付事務の執行に努められたい。 


